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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方が免震装置を介して地盤上に設置され、所定幅の目地を隔てて水平方向
に互いに向かい合う第１及び第２床躯体と、箱状のフレームを備え前記目地を覆うカバー
部材よりなり、
　前記第１床躯体の上面には前記目地に沿って受面とその一側縁から立ち上がる垂直面よ
りなり、前記カバー部材の前記第１床躯体側となる基端部の厚さと実質的に同じ深さの段
状の第１凹部を形成するとともに前記受面には複数の連結ロッドを立設固定し、
　前記第２床躯体の上面には前記目地に沿って前記カバー部材の先端部の厚さと実質的に
同じ深さで前記第１凹部よりも幅が広い第２凹部を形成し、
　前記カバー部材はそのフレームの基端側となる側壁の内側に形成された空間部内に前記
連結ロッドが挿入されて係合されるように前記第１凹部の受面上にその基端側の下面を載
置することによりこの基端側を中心とする揺動が可能になるように支持され、前記各カバ
ー部材の先端部は前記第２凹部内に水平方向移動自在に支持され、
　前記カバー部材の先端部及びこれと向かい合う前記第２凹部の先端部の少なくとも何れ
か一方には前記カバー部材または第２床躯体の上面に向かう上り勾配の傾斜面を形成した
床目地カバー装置において、
　弾性に富む金属の針金よりなる複数巻きのつる巻部とその両端部を前記つる巻部の中心
軸線と直交する方向に延ばした２本の延長部よりなる複数のトーションばねを備え、
　このトーションばねは前記連結ロッドが前記つる巻部内に挿通されるように前記空間部
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内に設け、前記２本の延長部が前記連結ロッド周りに互いに逆向きに回動されるようにト
ーションばねを弾性変形させ、前記各延長部の先端部が前記基端側の側壁の内面に当接し
てこれに弾性的押圧力を加えるとともに前記連結ロッドの外周面の前記目地と反対側とな
る一部が前記つる巻部の内周の一部に当接して前記弾性的付勢力の反力を受け止めるよう
にして、前記基端側の側壁を前記第１凹部の垂直面に向けて弾性的に付勢したことを特徴
とする床目地カバー装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の床目地カバー装置において、
　前記カバー部材のフレームは、四角形の底板と、この底板の基端側及び左右の両側縁に
直交して固着され前記底板の３方を囲んで前記カバー部材の厚さを定める前記基端側の側
壁及び左右の両側壁と、前記底板の先端側の側縁に固着された先端側の側壁と、前記基端
側の側壁の両端部付近と前記左右の両側壁の基端部近くの間に両端が連結されて前記基端
側の側壁と両側壁との間に前記空間部を形成する仕切壁と、前記連結ロッドを通す挿通孔
が形成されて前記空間部の下側を閉じる底壁よりなるものとし、
　前記底板の上側で前記各側壁により形成される空間のうち前記仕切壁及び底壁により形
成される前記空間部を除く部分は舗装材により充填し、
　前記先端側の側壁にはその上縁より基端側とは反対向きに延びる先端部カバー板を固着
したことを特徴とする床目地カバー装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の床目地カバー装置において、
　前記トーションばねの各延長部の先端部と前記カバー部材の基端側の側壁の内面との間
に少なくとも１枚の板状のスペーサを抜き差し可能に挿入したことを特徴とする床目地カ
バー装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載の床目地カバー装置において、
　前記トーションばねの下側にかさ上げ部材を設けて同トーションばねの位置を高くした
ことを特徴とする床目地カバー装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の床目地カバー装置において、
　前記トーションばねの上側にこれと同様なつる巻部と延長部よりなり前記連結ロッドが
そのつる巻部内に挿通されるとともにその延長部の先端が当接して前記カバー部材の基端
側の側壁を前記第１凹部の垂直面に向けて弾性的に付勢する第２のトーションばねを設け
、この２つのトーションばねの間に第２のかさ上げ部材を介装したことを特徴とする床目
地カバー装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の床目地カバー装置において、
　上側のトーションばねのばね定数を下側のトーションばねのばね定数よりも大きくした
ことを特徴とする床目地カバー装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の床目地カバー装置において、
　前記カバー部材のフレームは、四角形の底板と、この底板の基端側及び左右の両側縁に
直交して固着され前記底板の３方を囲んで前記カバー部材の厚さを定める前記基端側の側
壁及び左右の両側壁と、前記底板の先端側の側縁に固着された先端側の側壁と、前記基端
側の側壁の両端部付近と前記左右の両側壁の基端部近くの間に両端が連結され上縁が前記
各側壁の上縁よりも低い位置にあって前記基端側の側壁と両側壁との間に前記空間部を形
成する仕切壁と、この空間部の上側を閉じる中間底板よりなり、
　前記底板と前記各側壁により形成される空間のうち前記仕切壁及び中間底板により形成
されて下側が解放された前記空間部を除く部分は舗装材により充填し、
　さらに前記先端側の側壁に固着されてその上縁より基端側とは反対向きに延びる先端部
カバー板と、
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　Ｌ字形に折曲された底壁と立ち上り壁よりなり、前記底壁には挿通孔が形成され、立ち
上り壁の上縁には鈍角で前記底壁側に折曲された案内傾斜部が形成されて、前記フレーム
の空間部内に下側から挿入可能な付勢力伝達部材を備え、
　この各付勢力伝達部材は前記各連結ロッドが前記挿通孔内を通るように前記第１凹部の
受面上に載置されて、前記立ち上り壁が前記第１凹部の垂直面に当接する位置とそれから
離れる位置の間で摺動自在とし、
　前記各トーションばねはそのつる巻部内に前記連結ロッドが挿通されるようにして前記
付勢力伝達部材の底壁の上側に位置させ、その２本の延長部が前記連結ロッド周りに互い
に逆向きに回動されるように前記トーションばねを弾性変形させ、前記各延長部の先端部
が前記付勢力伝達部材の立ち上り壁の内面に当接してこれに弾性的押圧力を加えるととも
に前記連結ロッドの外周面の前記第２床躯体と反対側となる一部が前記つる巻部の内周の
一部に当接して前記弾性的付勢力の反力を受け止めるようにして前記立ち上り壁を前記第
１凹部の垂直面に向けて弾性的に付勢し、
　前記カバー部材はその基端側の側壁の外面を前記第１床躯体の第１凹部の垂直面に当接
させ、下向きに移動させて前記基端側の側壁の下縁を前記付勢力伝達部材の立ち上り壁の
案内部に当接させ、トーションばねによる付勢力に抗して前記付勢力伝達部材を後退させ
て第１凹部の垂直面と付勢力伝達部材の立ち上り壁の間に挿入して、前記基端側の側壁を
前記付勢力伝達部材を介して前記第１床躯体の第１凹部の立ち上り壁面に弾性的に付勢す
るとともに、前記第１凹部の受面上に前記カバー部材の基端側の下面を載せることにより
この基端側を中心とする揺動が可能になるように支持したことを特徴とする床目地カバー
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも一方が免震装置を介して地盤上に設置され、所定幅の目地Ｃを隔
てて水平方向に互いに向かい合い、通常は少なくとも何れか一方に建造物が設けられる第
１及び第２床躯体と、この目地を覆うカバー部材よりなる床目地カバー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の床目地カバー装置としては、例えば特開２０１１－４７１０３号公報（特許文
献１）の図９に開示されたものがある。先ずこの背景技術を図１４～図１９により説明す
る。図１７及び図１８にはこの床目地カバー装置の全体構造を示し、図１４には図１８の
丸で囲った部分Ｅの拡大断面図を示している。少なくとも一方が免震装置を介して地盤上
に設置された２つの床躯体Ａ，Ｂは、所定幅の目地Ｃを隔てて水平方向に向かい合ってお
り、目地Ｃは箱状のフレーム２を備えたカバー部材１により覆われている。
【０００３】
　図１４及び図１８に示すように、第１床躯体Ａの上面には目地Ｃに沿ってカバー部材１
の第１床躯体Ａ側となる基端部の厚さと実質的に同じ深さで受面Ａ１ａと垂直面Ａ１ｂよ
りなる段状の第１凹部Ａ１が形成され、その受面Ａ１ａには複数の連結ロッド９が立設固
定されている。この第１凹部Ａ１は断面がＬ字形に折曲された鋼板よりなる受枠板Ａａが
一体的に固着されて覆われ、六角ボルトよりなる複数の連結ロッド９は受枠板Ａａの受面
Ａ１ａ側となる底板に設けた孔に下側から挿通され、頭部を底板の下面に当接して溶接固
着されている。また、受枠板Ａａの底板上には、カバー部材１の基端側を支持するゴム板
などよりなる支持部材７が固着されている。
【０００４】
　第２床躯体Ｂの上面には目地Ｃに沿って、カバー部材１の先端部の厚さと実質的に同じ
深さで第１凹部Ａ１よりも幅が広い第２凹部Ｂ１が形成され、この第２凹部Ｂ１は底面Ｂ
１ａと、その目地Ｃから最も離れた先端縁から第２床躯体Ｂの上面に向かって立ち上がる
傾斜面Ｂ１ｂを有している。この第２凹部Ｂ１の底面Ｂ１ａ及び傾斜面Ｂ１ｂ、並びに底
面Ｂ１ａの前縁より下向きに延びる第２床躯体Ｂの前面の一部及び傾斜面Ｂ１ｂの上縁よ
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り後向きに延びる第２床躯体Ｂの上面の一部は、折曲された鋼板よりなる摺動板Ｂａが一
体的に固着されて覆われている。
【０００５】
　カバー部材１のフレーム２は、四角形の底板２ｅと、この底板２ｅの四辺に直交して固
着されてカバー部材１の厚さを定める基端側の側壁２ａ、先端側の側壁２ｂ及び左右の両
側壁２ｃと、基端側の側壁２ａの両端部付近と左右の両側壁２ｃの基端部近くの間に両端
が連結されて直立方体形状の空間部３を形成する平面視においてＬ字形に折曲された仕切
壁２ｄと、空間部３の下側を閉じる底壁２ｆよりなり、底壁２ｆには基端側の側壁２ａと
直交方向に長い長孔状で連結ロッド９を挿通する挿通孔２ｇが形成されている。底板２ｅ
の上側で各側壁２ａ～２ｃにより形成される空間のうち仕切壁２ｄにより形成される空間
部３を除く部分は、モルタルなどの充填材４ａ及びタイルなどの床仕上げ材４ｂよりなる
舗装材４により充填されている。フレーム２には、断面形状がＬ形で短辺が先端側の側壁
２ｂに固着され、長辺がその上縁より基端側とは反対向きに延びる先端部カバー板１ａが
設けられている。このフレーム２及び先端部カバー板１ａの素材は何れも鋼板であり、溶
接あるいはボルト止めなどにより一体的に連結されている。
【０００６】
　このようなカバー部材１は、連結ロッド９をフレーム２の底壁２ｆに形成した挿通孔２
ｇを通して下側から空間部３内に挿入することにより第１床躯体Ａに係合され、基端側の
下面を第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の受面上に支持部材７を介して載置することにより、
水平方向に多少移動可能で、この基端側を中心とする揺動が可能になるように支持される
。また、カバー部材１の先端側は、図１８に示すように地震などが起きていない目地Ｃの
幅が正常な状態では、先端部カバー板１ａの先端部の下面が第２床躯体Ｂの上面に当接し
て支持され、先端部カバー板１ａを除く部分は第２床躯体Ｂの第２凹部Ｂ１内に収納され
ている。
【０００７】
　カバー部材１を取り付ける際には、図１４及び図１８に示すように、連結ロッド９を底
壁２ｆの挿通孔２ｇに挿通してカバー部材１の基端側を第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の受
面Ａ１ａの上に載せ、フレーム２の基端側の側壁２ａを第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに当
接させ、連結ロッド９を通すようにしてワッシャ５ａとコイルばね５を底壁２ｆの上にセ
ットし、ナット６を連結ロッド９の上端部にねじ込んで、底壁２ｆを受枠板Ａａの底板上
の支持部材７に軽く押圧する。空間部３上側の開口は、ゴムなどよりなるキャップ３ａに
より閉じられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－４７１０３号公報（段落〔０００４〕、段落〔０００６〕
、図９）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述した特許文献１の技術では、図１４に示すようにカバー部材１を取り付けた状態に
おいて、地震による横揺れなどにより両床躯体Ａ，Ｂの間の目地Ｃの幅が変動すれば、連
結ロッド９により第１床躯体Ａに係合されたカバー部材１は第１床躯体Ａとともに移動し
、第２床躯体Ｂに対し相対移動する。図１９に示すように両床躯体Ａ，Ｂの目地Ｃの幅が
大きく減少した場合には、カバー部材１のフレーム２の先端部が第２床躯体Ｂの傾斜面Ｂ
１ｂの位置を越えてフレーム２の底面は傾斜面Ｂ１ｂの最上縁部により押し上げられ、カ
バー部材１はその基端側を中心として大きく揺動して跳ね上げられる。この状態では図１
９の丸で囲った部分Ｆの拡大断面図である図１５に示すように、跳ね上げられたカバー部
材１は、カバー部材１のフレーム２の基端側の側壁２ａの外面の上縁が第１床躯体Ａの第
１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに当接し、この上縁付近を中心として揺動するので、基端側の
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側壁２ａ付近となるカバー部材１の底壁２ｆは支持部材７上を滑り、最も跳ね上げられた
状態では、カバー部材１とこれを支持する支持部材７との間の当接線Ｐ（図１５では基端
側の側壁２ａの外面の下縁）は第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂから距離Ｄだけ離れる。
【００１０】
　この状態から地震が終わって目地Ｃの幅が元の状態に戻ると、カバー部材１は先端部カ
バー板１ａの下面が第２床躯体Ｂの上面に当接して支持される水平状態に復帰するが、こ
の際には支持部材７に対し基端側の側壁２ａ付近となるカバー部材１の底壁２ｆを滑らせ
る力は生じず、カバー部材１は図１５に示す当接線Ｐを中心として揺動するので、カバー
部材１の基端側の側壁２ａの外面は、図１６に示すように第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂか
ら距離Ｄだけ離れた位置となり、第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂとカバー部材１の基端側の
側壁２ａの外面の間には少なからぬ隙間Ｄが生じる。このため、この隙間Ｄに歩行者のハ
イヒールの踵がはまり込むという問題が生じる。
【００１１】
　なお、以上においては、第２床躯体Ｂに形成される第２凹部Ｂ１の先端に傾斜面Ｂ１ｂ
が形成され、これと対向するフレーム２の先端側の側壁２ｂは底板２ｅに対し直角である
として説明したが、フレーム２の先端側の側壁２ｂも傾斜面Ｂ１ｂとほぼ平行に傾斜し（
２点鎖線１ｂに示した）、あるいはフレーム２の先端側の側壁２ｂだけが傾斜して第２凹
部Ｂ１の先端は垂直に立ち上がる構造であっても、以上の説明はそのまま成立する。
【００１２】
　上述した特許文献１の技術では、上述したように第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂとカバー
部材１の基端部の間に少なからぬ隙間Ｄが開いてハイヒールの踵がはまり込むという問題
を解決するために、保持受枠１９の水平受縁１９ａに配設されて目地ｓの幅方向に沿って
延在し、垂直縁１９ｂ方向に向けて下り勾配で傾斜する案内傾斜面２１を備えた複数の案
内部材２０と、カバー体Ｃの一端の下部に配設され、案内部材２０を下方から遊嵌可能な
長孔状に形成されて、保持受枠１９の垂直縁１９ｂ側に位置する孔端１６ａが案内部材２
０の案内傾斜面２１上に当接する挿通孔１６を備えた複数の連結板部１８よりなる原位置
復帰手段を設けている。この原位置復帰手段は、地震などによりカバー体Ｃが目地ｓ方向
にずれると、挿通孔１６の孔端１６ａが案内部材２０の案内傾斜面２１上に乗り上げるが
、カバー体Ｃの自重により孔端１６ａが案内傾斜面２１上を水平受縁１９ａに向けて滑り
落ちることにより、カバー体Ｃが原位置に戻るようにしたものである。この原位置復帰手
段は、カバー体Ｃが目地ｓ方向にずれることにより案内傾斜面２１上に乗り上げた挿通孔
１６の孔端１６ａが、各部の摩擦抵抗などに打ち勝って自重により案内傾斜面２１上を水
平受縁１９ａに向けて滑り落ちることによりカバー体Ｃを原位置に戻すものであるので、
案内傾斜面２１の傾斜角を相当大きく（例えば４０°～５０°）する必要がある。しかし
ながら図１５及び図１９で説明したのと同様、特許文献１のカバー体Ｃが跳ね上がる際に
も、カバー体Ｃの後壁板８の外面の上縁が保持受枠１９の垂直縁１９ｂに当接し、この上
縁付近を中心として揺動するが、この揺動に伴いカバー体Ｃの連結板部１８の挿通孔１６
の孔端１６ａと案内傾斜面２１の間の当接部には摩擦力を考慮すればきわめて強い力が生
じるのでカバー体Ｃの円滑な跳ね上がりが期待できないという問題がある。この当接部の
間に生じる力を小さくするには、案内傾斜面２１の傾斜角を小さくすればよいが、そのよ
うすると案内傾斜面２１上に乗り上げた挿通孔１６の孔端１６ａが各部の摩擦抵抗などに
打ち勝って自重により案内傾斜面２１上を水平受縁１９ａに向けて滑り落ちることにより
カバー体Ｃを原位置に戻す作用が減少して実質的に失われるという同時解決が困難な問題
を有している。
【００１３】
　これに対し、特開２００５－３２５６１１号公報及び特開２００８－２５５５７８号公
報には、カバー部材をその基端側を支持する床躯体側に向けてばね部材により弾性的に付
勢することにより第１床躯体の垂直面とカバー部材の基端側の側壁２ａの間に隙間が生じ
ることを防ぐ技術が開示されており、そのようにすれば上述した問題を解決することがで
きる。しかしながらこの２つの従来技術はいずれもばね部材の他に少なからぬ部品を必要
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とし、構造が複雑であるという問題がある。本発明はこのような各問題を解決して、構造
が簡単でカバー部材をその基端側を支持する床躯体側に向けてばね部材により弾性的に付
勢する床目地カバー装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このために、本発明の床目地カバー装置は、少なくとも一方が免震装置を介して地盤上
に設置され、所定幅の目地を隔てて水平方向に互いに向かい合う第１及び第２床躯体と、
箱状のフレームを備え目地を覆うカバー部材よりなり、第１床躯体の上面には目地に沿っ
て受面とその一側縁から立ち上がる垂直面よりなり、カバー部材の第１床躯体側となる基
端部の厚さと実質的に同じ深さの段状の第１凹部を形成するとともに受面には複数の連結
ロッドを立設固定し、第２床躯体の上面には目地に沿ってカバー部材の先端部の厚さと実
質的に同じ深さで第１凹部よりも幅が広い第２凹部を形成し、カバー部材はそのフレーム
の基端側となる側壁の内側に形成された空間部内に連結ロッドが挿入されて係合されるよ
うに第１凹部の受面上にその基端側の下面を載置することによりこの基端側を中心とする
揺動が可能になるように支持され、各カバー部材の先端部は第２凹部内に水平方向移動自
在に支持され、カバー部材の先端部及びこれと向かい合う第２凹部の先端部の少なくとも
何れか一方にはカバー部材または第２床躯体の上面に向かう上り勾配の傾斜面を形成した
床目地カバー装置において、弾性に富む金属の針金よりなる複数巻きのつる巻部とその両
端部をつる巻部の中心軸線と直交する方向に延ばした２本の延長部よりなる複数のトーシ
ョンばねを備え、このトーションばねは連結ロッドがつる巻部内に挿通されるように空間
部内に設け、２本の延長部が連結ロッド周りに互いに逆向きに回動されるようにトーショ
ンばねを弾性変形させ、各延長部の先端部が基端側の側壁の内面に当接してこれに弾性的
押圧力を加えるとともに連結ロッドの外周面の目地と反対側となる一部がつる巻部の内周
の一部に当接して弾性的付勢力の反力を受け止めるようにして、基端側の側壁を第１凹部
の垂直面に向けて弾性的に付勢したことを特徴とするものである。
【００１５】
　上記のように構成した床目地カバー装置において、弾性に富む金属の針金よりなる複数
巻きのつる巻部とその両端部をつる巻部の中心軸線と直交する方向に延ばした２本の延長
部よりなる複数のトーションばねを備え、このトーションばねは連結ロッドがつる巻部内
に挿通されるように空間部内に設け、２本の延長部が連結ロッド周りに互いに逆向きに回
動されるようにトーションばねを弾性変形させ、各延長部の先端部が基端側の側壁の内面
に当接してこれに弾性的押圧力を加えるとともに連結ロッドの外周面の目地と反対側とな
る一部がつる巻部の内周の一部に当接して弾性的付勢力の反力を受け止めるようにして、
基端側の側壁を第１凹部の垂直面に向けて弾性的に付勢したので、通常時はカバー部材の
基端側の側壁は外面の全面が第１凹部の垂直面に当接している。地震などによりカバー部
材がその基端側を中心として揺動されて跳ね上げられた際にはカバー部材の基端側の側壁
は外面の上縁が第１凹部の垂直面に当接され、側壁の外面の下縁は第１凹部の受面上を滑
って垂直面から離れる。しかし、カバー部材が水平状態に復帰する過程においては、トー
ションばねの付勢力により、側壁は外面の上縁が第１凹部の垂直面に当接されたままで、
外面の下縁が第１凹部の受面上を滑って第１凹部の垂直面に接近し、水平に戻った状態で
は側壁の外面は全面が第１凹部の垂直面に当接する。このように水平に復帰した状態では
、カバー部材の基端側の側壁の外面は全面において第１凹部の垂直面に当接される。従っ
て、第１凹部の垂直面とカバー部材の基端側の側壁の外面の間に隙間が生じて歩行者のハ
イヒールの踵がはまり込むという問題が生じることはない。また、カバー部材の基端側の
側壁を第１床躯体の第１凹部の垂直面に向けて弾性的に付勢するトーションばねの反力は
、第１凹部の受面に立設固定されてカバー部材を第１床躯体に揺動可能に係合する連結ロ
ッドを利用して受け止めており、カバー部材の基端側の側壁を第１床躯体の第１凹部の垂
直面に向けて弾性的に付勢するための機構は実質的にトーションばねだけであるので、前
述した背景技術に比してこの付勢機構の構造を大幅に簡略化することができる。
【００１６】
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　上記のように構成した床目地カバー装置においては、カバー部材のフレームは、四角形
の底板と、この底板の基端側及び左右の両側縁に直交して固着され底板の３方を囲んでカ
バー部材の厚さを定める基端側の側壁及び左右の両側壁と、底板の先端側の側縁に固着さ
れた先端側の側壁と、基端側の側壁の両端部付近と左右の両側壁の基端部近くの間に両端
が連結されて基端側の側壁と両側壁との間に空間部を形成する仕切壁と、連結ロッドを通
す挿通孔が形成されて空間部の下側を閉じる底壁よりなるものとし、底板の上側で各側壁
により形成される空間のうち仕切壁及び底壁により形成される空間部を除く部分は舗装材
により充填し、先端側の側壁にはその上縁より基端側とは反対向きに延びる先端部カバー
板を固着することが好ましい。このようにしたときには、カバー部材はその底壁に形成さ
れた挿通孔に連結ロッドが挿通されて第１床躯体に係合され、カバー部材のフレームは上
面の大部分が舗装材により充填され、フレームの先端部の先に続く第２床躯体上の第２凹
部の先端部を先端部カバー板により隠すことができるので、床目地カバー装置の外観を向
上させることができる。
【００１７】
  上記のように構成した床目地カバー装置においては、トーションばねの各延長部の先端
部とカバー部材の基端側の側壁の内面との間に少なくとも１枚の板状のスペーサを抜き差
し可能に挿入することが好ましい。このようにしたときには、カバー部材の基端側の側壁
と連結ロッドの間にトーションばねを挿入した後に、トーションばねの各延長部の先端部
とカバー部材の基端側の側壁の内面との間に挿入するスペーサの厚さ及び枚数を選択する
ことにより、トーションばねによるカバー部材の基端側の側壁に対する付勢力を調整する
ことができる。また、カバー部材の基端側の側壁と連結ロッドの間にトーションばねを挿
入する際の初期撓みを少なくして、床目地カバー装置に対するトーションばねの組付け作
業を容易にすることができる。
【００１８】
　上記のように構成した床目地カバー装置においては、トーションばねの下側にかさ上げ
部材を設けて同トーションばねの位置を高くすることが好ましい。このようにしたときに
は、カバー部材の跳ね上げに伴うトーションばねの撓みを減少させることができ、これに
よりばね常数が大きいトーションばねを使用した場合でも、水平状態に戻った際にトーシ
ョンばねによりカバー部材の基端側の側壁に対する所定の付勢力を得ることができる。
【００１９】
　上記のように構成した床目地カバー装置においては、トーションばねの上側にこれと同
様なつる巻部と延長部よりなり連結ロッドがそのつる巻部内に挿通されるとともにその延
長部の先端が当接してカバー部材の基端側の側壁を第１凹部の垂直面に向けて弾性的に付
勢する第２のトーションばねを設け、この２つのトーションばねの間に第２のかさ上げ部
材を介装することが好ましい。このようにしたときには、２つのトーションばねはそれぞ
れが独立して作動してカバー部材の基端側の側壁を第１床躯体の第１凹部の垂直面に向け
て弾性的に付勢するので、基端側の側壁に対する付勢力を増大することができ、また、各
トーションばねの間に第２のかさ上げ部材を介装したので、２つのトーションばねが絡ま
るなどの不具合を避けることができる。さらに、この床目地カバー装置においては、上側
のトーションばねのばね定数を下側のトーションばねのばね定数よりも大とすることが好
ましい。上側の第２のトーションばねは下側のトーションばねに比してカバー部材の跳ね
上げに伴うトーションばねの撓みが少ないのでばね定数を大きくしてもへたりを生じるこ
とはない。そのようにすれば水平状態に戻った際に上側のトーションばねによりカバー部
材の基端側の側壁に対する付勢力を下側のトーションばねよりも大きくすることができ、
これにより基端側の側壁に対する付勢力を一層増大することができる。
【００２０】
　上記のように構成した床目地カバー装置においては、カバー部材のフレームは、四角形
の底板と、この底板の基端側及び左右の両側縁に直交して固着され底板の３方を囲んでカ
バー部材の厚さを定める基端側の側壁及び左右の両側壁と、底板の先端側の側縁に固着さ
れた先端側の側壁と、基端側の側壁の両端部付近と左右の両側壁の基端部近くの間に両端
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が連結され上縁が各側壁の上縁よりも低い位置にあって基端側の側壁と両側壁との間に空
間部を形成する仕切壁と、この空間部の上側を閉じる中間底板よりなるものとし、底板と
各側壁により形成される空間のうち仕切壁及び中間底板により形成されて下側が解放され
た空間部を除く部分は舗装材により充填し、さらに先端側の側壁に固着されてその上縁よ
り基端側とは反対向きに延びる先端部カバー板と、Ｌ字形に折曲された底壁と立ち上り壁
よりなり、底壁には挿通孔が形成され、立ち上り壁の上縁には鈍角で底壁側に折曲された
案内傾斜部が形成されて、フレームの空間部内に下側から挿入可能な付勢力伝達部材を備
え、この各付勢力伝達部材は各連結ロッドがその挿通孔内を通るように第１凹部の受面上
に載置されて、立ち上り壁が第１凹部の垂直面に当接する位置とそれから離れる位置の間
で摺動自在とし、各トーションばねはそのつる巻部内に連結ロッドが挿通されるようにし
て付勢力伝達部材の底壁の上側に位置させ、その２本の延長部が連結ロッド周りに互いに
逆向きに回動されるようにトーションばねを弾性変形させ、各延長部の先端部が付勢力伝
達部材の立ち上り壁の内面に当接してこれに弾性的押圧力を加えるとともに連結ロッドの
外周面の第２床躯体と反対側となる一部がつる巻部の内周の一部に当接して弾性的付勢力
の反力を受け止めるようにして立ち上り壁を第１凹部の垂直面に向けて弾性的に付勢し、
カバー部材はその基端側の側壁の外面を第１床躯体の第１凹部の垂直面に当接させ、下向
きに移動させて基端側の側壁の下縁を付勢力伝達部材の立ち上り壁の案内部に当接させ、
トーションばねによる付勢力に抗して付勢力伝達部材を後退させて第１凹部の垂直面と付
勢力伝達部材の立ち上り壁の間に挿入して、基端側の側壁を付勢力伝達部材を介して第１
床躯体の第１凹部の立ち上り壁面に弾性的に付勢するとともに、第１凹部の受面上にカバ
ー部材の基端側の下面を載せることによりこの基端側を中心とする揺動が可能になるよう
に支持することが好ましい。このようにしたときには、カバー部材のフレームの空間部は
上側が中間底板により閉じられて下側が解放され、この空間部内に挿入される付勢力伝達
部材の挿通孔に連結ロッドが挿通されて第１床躯体に係合されるので、カバー部材のフレ
ームは上面の全面が舗装材により充填され、また、フレームの先端部の先に続く第２床躯
体上の第２凹部の先端部を先端部カバー板により隠すことができるので、床目地カバー装
置の外観を一層向上させることができる。このように床目地カバー装置の外観を一層向上
させるためにカバー部材の基端側の側壁を第１床躯体の第１凹部の垂直面に向けて弾性的
に付勢する機構に追加されるのは付勢力伝達部材だけであるので、前述した背景技術より
は構造が簡略化されたものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明よる床目地カバー装置の第１実施形態の主要部を示す側断面図である。
【図２】図１に示す第１実施形態の主要部の平面図である。
【図３】図１に示す第１実施形態のカバー部材が跳ね上がった状態における主要部の側断
面図である。
【図４】図１に示す第１実施形態のカバー部材が跳ね上がった状態における主要部の平面
図である。
【図５】図１に示す第１実施形態の第１の変形例の図１に相当する側断面図である。
【図６】図５に示す第１の変形例の図２に相当する平面図である。
【図７】図５に示す第１の変形例の図３に相当する側断面図である。
【図８】図５に示す第１の変形例の図４に相当する平面図である。
【図９】図１に示す第１実施形態の第２の変形例の図１に相当する側断面図である。
【図１０】図１に示す第１実施形態の第３の変形例の図１に相当する側断面図である。
【図１１】本発明よる床目地カバー装置の第２実施形態の図１に相当する側断面図である
。
【図１２】図１１に示す第２実施形態の図３に相当する側断面図である。
【図１３】図１１に示す第２実施形態の主要部を示す分解図である。
【図１４】従来技術による床目地カバー装置の図１に相当する側断面図である。
【図１５】図１４に示す従来技術による床目地カバー装置の図３に相当する側断面図であ
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る。
【図１６】図１４に示す従来技術による床目地カバー装置のカバー部材が一旦跳ね上がっ
た後に水平状態に戻った状態を示す側断面図である。
【図１７】図１４に示す従来技術による床目地カバー装置の全体構造を示す平面図である
。
【図１８】図１４の１８－１８線に沿った全体側断面図である。
【図１９】図１４に示す従来技術による床目地カバー装置のカバー部材が跳ね上がった状
態における全体構造を示す全体側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に、図１～図１３により、本発明による床目地カバー装置の説明をする。本発明に
よる床目地カバー装置は、第１床躯体Ａ、第２床躯体Ｂ、カバー部材１０，２０及びカバ
ー部材１０を第１床躯体Ａ側に向けて弾性的に付勢するトーションばね１５よりなり、第
１床躯体Ａ及び第２床躯体Ｂは先に図１４～図１９により説明したものと同一構造である
ので、個々の説明は省略する。また、先端部カバー板１ａを含むカバー部材１０，２０の
先端部も先に図１７～図１９により説明したものと同一構造であるので、個々の説明は省
略する。
【００２３】
　先ず図１～図４により、本発明による床目地カバー装置の第１実施形態の説明をする。
主として図１及び図２に示すように、この第１実施形態のカバー部材１０のフレーム１１
は、四角形の底板１１ｅと、この底板１１ｅの四辺に下縁が固着され直角に立ち上がって
カバー部材１０の厚さを定める基端側の側壁１１ａ、先端側の側壁１１ｂ（従来技術の図
１８に示した側壁２ｂと同じである）及び左右の両側壁１１ｃと、基端側の側壁１１ａの
両端部付近と左右の両側壁１１ｃの基端部近くの間に両端が連結されて直立方体形状の空
間部１２を形成する平面視においてＬ字形に折曲された仕切壁１１ｄと、底板１１ｅと一
体的に形成されて空間部１２の下側を閉じる底壁１１ｆよりなり、底壁１１ｆには基端側
の側壁１１ａに対し直交方向に延びる長穴状で連結ロッド９を通す挿通孔１１ｇが形成さ
れている。底板１１ｅの上側で各側壁１１ａ～１１ｃにより形成される空間のうち仕切壁
１１ｄにより形成される空間部１２を除く部分は、前述した従来技術と同様、モルタルな
どの充填材及びタイルなどの床仕上げ材よりなる舗装材１３により充填されている。フレ
ーム１１の先端側の側壁１１ｂの外面には、前述した従来技術と同様、断面形状がＬ形の
先端部カバー板１ａの短辺が固着され、長辺はその上縁から基端側とは反対向きに延びて
いる。このフレーム１１の各部材及び先端部カバー板１ａの素材は何れも鋼板であり、溶
接またはボルト止めにより一体的に結合されている。
【００２４】
　このカバー部材１０は、各連結ロッド９をフレーム１１の基端側となる底壁１１ｆに形
成した挿通孔１１ｇを通して下側から空間部１２内に挿入することにより第１床躯体Ａに
対し多少距離水平方向に移動可能に係合され、基端側となる下面を第１床躯体Ａの第１凹
部Ａ１上に固着した支持部材１４上に載置することにより、基端側を中心とする揺動が可
能になるように支持される。また、カバー部材１０の先端側は、目地Ｃの幅が正常な状態
では前述した従来技術と同様、先端部カバー板１ａの先端部の下面が第２床躯体Ｂの上面
に当接して支持され、先端部カバー板１ａを除く部分は第２床躯体Ｂの第２凹部Ｂ１内に
収納されている。
【００２５】
　カバー部材１０を第１床躯体Ａ側に向けて弾性的に付勢するトーションばね１５は、弾
性に富む金属の針金よりなり、図１及び図２に示すように、複数巻きされたつる巻部１５
ａとその両端部をつる巻部１５ａの中心軸線と直交する方向に延ばした２本の延長部１５
ｂにより構成されている。このトーションばね１５は、前述のように各連結ロッド９を下
側から空間部１２内に挿入した状態で、各連結ロッド９がつる巻部１５ａ内に挿通される
ように空間部１２内に設けたものである。トーションばね１５においては、２本の延長部
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１５ｂが図２に二点鎖線１５ｃで示す自由状態から実線で示す位置まで連結ロッド９周り
に互いに逆向きに回動されるように弾性変形させて、各延長部１５ｂの先端部をフレーム
１１の基端側の側壁１１ａの内面に当接させることにより弾性的押圧力を加えるとともに
、連結ロッド９の外周面の目地Ｃと反対側となる一部をつる巻部１５ａの内周の一部に当
接させて弾性的付勢力の反力を受け止めて、カバー部材１０の基端側の側壁１１ａを第１
床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに向けて弾性的に付勢している。
【００２６】
　各連結ロッド９の先端部には、各トーションばね１５が離脱するのを防止するために抜
け止め部材（袋ナット）１６がねじ込み固定されている。なお、フレーム１１の基端側の
側壁１１ａには、図１に二点鎖線で示すように、この側壁１１ａを弾性的に付勢する各ト
ーションばね１５の各延長部１５ｂの先端部が上側にずれないように、連結ロッド９と直
交方向に延びて内側に突出する突起１１ａ１を形成するのがよい。図示は省略したが、空
間部２２上側の開口は、図１４～図１６で説明した従来技術と同様のゴムなどの柔軟弾性
体よりなるキャップ３ａにより閉じられる。
【００２７】
　図１及び図２に示すように、カバー部材１０が第１床躯体Ａに取り付けられた状態では
、その基端側の側壁１１ａの内面はトーションばね１５により第１床躯体Ａ側に向けて弾
性的に付勢されているので、カバー部材１０の基端側の側壁１１ａの外面は受枠板Ａａが
一体的に固着された第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに、実質的に隙間なく当接される。
【００２８】
　前述のように地震による横揺れなどにより両床躯体Ａ，Ｂの間の目地Ｃの幅が大きく減
少すれば、カバー部材１０は、先に図１９により説明したカバー部材１と同様、その基端
側を中心として大きく揺動して跳ね上げられる。この状態では先に説明した図１５に対応
する図３に示すように、跳ね上げられたカバー部材１０は、そのフレーム１１の基端側の
側壁１１ａの外面の上縁が第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに当接し、この上
縁付近を中心として揺動するので、基端側の側壁１１ａ付近となるカバー部材１０の底板
１１ｅ及び底壁１１ｆは支持部材１４上を滑り、基端側の側壁１１ａの外面の下縁は第１
凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂから離れ連結ロッド９側に接近する。これによりトーションばね
１５の撓みは、図３及び図４に示すように増大するので、基端側の側壁１１ａに対するト
ーションばね１５による付勢力は増大する。
【００２９】
　この状態から地震が終わって目地Ｃの幅が元の状態に戻ると、カバー部材１０は先端部
カバー板１ａの下面が第２床躯体Ｂの上面に当接して支持される水平状態に復帰するが、
カバー部材１０の側壁１１ａの内面はトーションばね１５により第１床躯体Ａ側に向けて
弾性的に付勢されているので、水平状態に復帰するにつれて連結ロッド９から離れ、これ
とともに基端側の側壁１１ａ付近となるカバー部材１０の底板１１ｅ及び底壁１１ｆは支
持部材１４上を滑って移動する。これにより基端側の側壁１１ａの外面の上縁が第１床躯
体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂから離れることはなく、カバー部材１０が水平状態に
戻った状態では図１に示す状態に戻ってカバー部材１０の基端側の側壁１１ａの外面と第
１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂは互いに当接されるので、それらの間に歩行者のハイヒールの
踵がはまり込むという問題が生じることはない。
【００３０】
　また、この第１実施形態では、カバー部材１０の基端側の側壁１１ａに延長部１５ｂの
先端が当接されてこれを第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに向けて弾性的に付
勢するトーションばね１５の反力は、第１凹部Ａ１の受面Ａ１ａに立設固定され、底壁１
１ｆに形成した挿通孔１１ｇに挿通されてカバー部材１０を第１床躯体Ａに揺動可能に係
合する連結ロッド９を利用して受け止めており、カバー部材１０の基端側の側壁１１ａを
第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに向けて弾性的に付勢するための機構は実質
的にトーションばね１５だけであるので、この付勢機構の構造を大幅に簡略化することが
できる。
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【００３１】
　上述した第１実施形態では、トーションばね１５を空間部１２内に入れて組み付ける過
程で初期撓みを与えてカバー部材１０の基端側の側壁１１ａを第１床躯体Ａの垂直面Ａ１
ｂに弾性的に押圧する付勢力を生じさせているので、この付勢力を大きくする必要がある
場合にはトーションばね１５の組付けが困難になるという問題がある。図５～図８に示す
第１の変形例はこのような問題を解決するものである。この第１の変形例では四角い鋼板
の断面において互いに対角線の位置となる２つの角部に板厚の半分以上となる面取り部を
設けたスペーサ１７を使用する。先ず上述した第１実施形態と同様にしてトーションばね
１５を組み付けた後に、図５に示すように、面取り部がトーションばね１５側となるよう
にスペーサ１７を基端側の側壁１１ａの内面に沿って挿入し、スペーサ１７の後縁に打ち
込み工具Ｔを当てて側壁１１ａの内面とトーションばね１５の各延長部１５ｂの先端の間
に挿入する（図５及び図６の下半部参照）。これによりスペーサ１７の板厚分だけトーシ
ョンばね１５が弾性変形するので、カバー部材１０の基端側の側壁１１ａを第１床躯体Ａ
の垂直面Ａ１ｂに弾性的に押圧する付勢力は増大する。
【００３２】
　また、すでに挿入したスペーサ１７の後に、図５の二点鎖線１７ｂに示すように２枚目
のスペーサ１７を当て、打ち込み工具Ｔによりすでに挿入したスペーサ１７と側壁１１ａ
の内面の間に挿入すれば（図６の上半部参照）、トーションばね１５はさらに弾性変形す
るので、カバー部材１０の基端側の側壁１１ａを第１床躯体Ａの垂直面Ａ１ｂに弾性的に
押圧する付勢力はさらに増大する。側壁１１ａの内面とトーションばね１５の各延長部１
５ｂの先端の間に挿入するスペーサ１７の厚さと枚数を選択することにより、カバー部材
１０の基端側の側壁１１ａを第１床躯体Ａの垂直面Ａ１ｂに弾性的に押圧する付勢力を任
意に調整することができる。従って、トーションばね１５の組付けを容易にするために組
み付ける際の初期撓みを少なくしても、スペーサ１７の挿入により基端側の側壁１１ａを
垂直面Ａ１ｂに弾性的に押圧する付勢力を所望の値とすることができる。図７及び図８は
、カバー部材１０が跳ね上げられた状態におけるこの第１の変形例の部分断面図及び部分
平面図を示す。なお、図示は省略したが、スペーサ１７の上縁付近には貫通孔を設けたと
きには、スペーサ１７の引き抜き工具（図示省略）の先端をこの貫通孔に引っかけて、ス
ペーサ１７を容易に引き抜くことができる。
【００３３】
　また、上述した第１実施形態及びその第１の変形例では、トーションばね１５はカバー
部材１０の底壁１１ｆのすぐ上に設けられており、カバー部材１０が跳ね上げられる際の
揺動の中心となるフレーム１１の基端側の側壁１１ａの外面の上縁から下方に離れている
ので、この揺動に伴い生じるトーションばね１５の弾性変形が大きくなる。このためトー
ションばね１５のばね定数を大きくするとカバー部材１０が跳ね上げられる際にトーショ
ンばね１５にへたりを生じて、カバー部材１０を第１床躯体Ａ側に付勢する弾性力が減少
するおそれがある。図９に示す第２の変形例はこのような問題を解決するものである。こ
の第２の変形例ではトーションばね１５Ａの下側に円筒状のかさ上げ部材１８を設けてト
ーションばね１５Ａの位置を高くしており、トーションばね１５Ａのばね定数は第１実施
形態及びその第１の変形例のトーションばね１５よりも大きくしている。かさ上げ部材１
８とのトーションばね１５Ａの中を通る連結ロッド９の上端部には抜け止め部材（袋ナッ
ト）１６がねじ込み固定されている。
【００３４】
　この第２の変形例では、トーションばね１５Ａは位置が高くなることによりカバー部材
１０が跳ね上げられる際の揺動の中心となるフレーム１１の基端側の側壁１１ａの外面の
上縁に近づくので、カバー部材１０が跳ね上げられる際の揺動角が同程度であれば、揺動
に伴い生じるトーションばね１５Ａの弾性変形は小さくなる。これによりばね常数が大き
いトーションばね１５Ａを使用した場合でも、カバー部材１０が跳ね上げられる際にへた
りが生じることがなくなるので、水平状態に戻った際にトーションばね１５によりカバー
部材１０の基端側の側壁１１ａに対する所定の付勢力を得ることができる。なお、第２の
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変形例の基端側の側壁１１ａには、図１に二点鎖線で示す突起１１ａ１と同一の突起１１
ａ１が形成され、また、第１の変形例と同じ２枚のスペーサ１７には突起１１ａ１と係合
する突起１７ａが形成されている。このようにすれば各スペーサ１７の位置が安定したも
のとなる。
【００３５】
　図１０に示す第３の変形例では、底壁１１ｆの上に設けるかさ上げ部材１８を高さが低
いものとし、その上にトーションばね１５と第２のかさ上げ部材１８ａと第２のトーショ
ンばね１５Ａを順に重ねて設け、連結ロッド９はそれらの中を通り、その上端部には抜け
止め部材１６がねじ込み固定されている。この第３の変形例によれば、２つのトーション
ばね１５，１５Ａはそれぞれが独立して作動してカバー部材１０の基端側の側壁１１ａを
第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに向けて弾性的に付勢するので、基端側の側
壁１１ａに対する付勢力を増大することができ、また、２つのトーションばね１５，１５
Ａの間に第２のかさ上げ部材１８ａを介装したので、２つのトーションばね１５，１５Ａ
が絡まるなどの不具合を避けることができる。
【００３６】
　また、この第３の変形例では、上側のトーションばね１５Ａのばね定数を下側のトーシ
ョンばね１５のばね定数よりも大きくしており、このようにすれば上側の第２のトーショ
ンばね１５Ａは下側のトーションばね１５に比してカバー部材１０の跳ね上げに伴うトー
ションばね１５の撓みが少ないのでばね定数を大きくしてもへたりを生じることはない。
従って、水平状態に戻った際に上側のトーションばね１５Ａによりカバー部材１０の基端
側の側壁１１ａに対する付勢力を下側のトーションばね１５よりも大きくすることができ
、これにより基端側の側壁１１ａに対する付勢力を一層増大することができる。
【００３７】
　次に図１１～図１３に示す第２実施形態の説明をする。以上に述べた第１実施形態及び
その各変形例では、第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の受面Ａ１ａに連結ロッド９を立設固定
し、カバー部材１０の基端側に形成された空間部１２の底壁１１ｆに形成した挿通孔１１
ｇに下側から連結ロッド９を挿通して、カバー部材１０の基端側の下面を受面Ａ１ａ上に
載置して揺動自在に支持した後に、カバー部材１０の空間部１２内に上側からトーション
ばね１５，１５Ａを設置し、カバー部材１０を第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂ側に付勢して
、連結ロッド９の上端部に抜け止め部材１６をねじ込み固定している。これに対し、以下
に述べる第２実施形態では、第１床躯体Ａとカバー部材２０の間に複数の付勢力伝達部材
２５を介在させている。この第２実施形態では、先ずこの各付勢力伝達部材２５を第１凹
部Ａ１の受面Ａ１上に載置して、連結ロッド９との間に設けたトーションばね１５により
第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに向けて弾性的に付勢し、カバー部材２０の基端側の側壁２
１ａを上側から付勢力伝達部材２５と垂直面Ａ１ｂの間に差し込んで、カバー部材２０の
基端側を第１凹部Ａ１の受面Ａ１上に支持している。
【００３８】
　図１１～図１３に示すように、カバー部材２０のフレーム２１は、四角形の底板２１ｅ
と、この底板２１ｅの四辺に下縁が固着され直角に立ち上がってカバー部材２０の厚さを
定める基端側の側壁２１ａ、先端側の側壁２１ｂ（従来技術の図１８に示した側壁２ｂと
同じである）及び左右の両側壁２ｃと、基端側の側壁２１ａの両端部付近と左右の両側壁
２１ｃの基端部近くの間に両端が連結され上縁が各側壁２１ａ～２１ｃの上縁よりも低い
位置にあって基端側の側壁２１ａと両側壁２１ｃとの間に空間部２２を形成する平面視に
おいてＬ字形に折曲された仕切壁２１ｄと、この空間部２２の上側を閉じる中間底板２１
ｆにより形成されている。底板２１ｅと各側壁２１ａ～２１ｃにより形成される空間のう
ち仕切壁２１ｄ及び中間底板２１ｆにより形成されて下側が解放された空間部２２を除く
部分は、前述した従来技術と同様、モルタルなどの充填材及びタイルなどの床仕上げ材よ
りなる舗装材２３により充填されている。フレーム２１の先端側の側壁２１ｂの外面には
、前述した従来技術と同様、断面形状がＬ形の先端部カバー板１ａの短辺が固着され、長
辺はその上縁から基端側とは反対向きに延びている。このフレーム２１及び先端部カバー
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板１ａの素材は何れも鋼板であり、溶接あるいはボルト止めにより結合されている。
【００３９】
　付勢力伝達部材２５は、互いに直角に折曲された底壁２５ａ及び立ち上り壁２５ｂとこ
の両壁２５ａ，２５ｂを連結する補強壁２５ｃよりなり、底壁２５ａには立ち上り壁２５
ｂに対し直交方向に延びる長穴状の挿通孔２５ｄが形成され、立ち上り壁２５ｂの上縁に
は鈍角で底壁２５ａ側に折曲された案内傾斜部２５ｂ１が形成されて、多少の隙間をおい
てフレーム２１の空間部２２内に下側から挿入可能である。この各付勢力伝達部材２５は
各連結ロッド９が付勢力伝達部材２５の挿通孔２５ｄ内を通るように第１凹部Ａ１の受面
Ａ１上に載置されて、立ち上り壁２５ｂが第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに当接する位置と
それから離れる位置の間で摺動自在である。
【００４０】
　各トーションばね１５は第１実施形態で述べたのと同一形状で、各付勢力伝達部材２５
の底壁２５ａの上側に位置させ、第１実施形態の場合と同様、そのつる巻部１５ａ内に各
連結ロッド９を挿入し、２本の延長部１５ｂが自由状態から実線で示す位置まで連結ロッ
ド９周りに互いに逆向きに回動されるように弾性変形させて、各延長部１５ｂの先端部を
付勢力伝達部材２５の立ち上り壁２５ｂの内面に当接させることにより弾性的押圧力を加
えるとともに、連結ロッド９の外周面の目地Ｃと反対側となる一部をつる巻部１５ａの内
周の一部に当接させて弾性的付勢力の反力を受け止めて、付勢力伝達部材２５の立ち上り
壁２５ｂの外面を第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに向けて弾性的に付勢して
いる。
【００４１】
　このように付勢力伝達部材２５が第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の受面Ａ１ａ上に載置さ
れてその立ち上り壁２５ｂの外面がトーションばね１５により第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１
ｂに向けて弾性的に付勢された状態において、カバー部材２０の基端側の側壁２１ａの外
面を第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに当接させる。そしてカバー部材２０を下向きに移動さ
せて基端側の側壁２１ａの下縁を付勢力伝達部材２５の立ち上り壁２５ｂの案内傾斜部２
５ｂ１に当接させ、トーションばね１５による付勢力に抗して付勢力伝達部材２５を後退
させて基端側の側壁２１ａを第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂと付勢力伝達部
材２５の立ち上り壁２５ｂの間に挿入して、基端側の側壁２１ａを付勢力伝達部材２５を
介して第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の立ち上り壁面に弾性的に付勢するとともに、第１床
躯体Ａの第１凹部Ａ１の受面上にカバー部材２０の基端側の下面を載せることにより、カ
バー部材２０をその基端側を中心とする揺動が可能になるように支持することにより、こ
の第２実施形態の組付けは完了する。
【００４２】
　前述のように地震による横揺れなどにより両床躯体Ａ，Ｂの間の目地Ｃの幅が大きく減
少すれば、カバー部材２０はその基端側を中心として大きく揺動して跳ね上げられる。こ
の状態では図１２に示すように、カバー部材２０はそのフレーム２１の基端側の側壁２１
ａの外面の上縁が第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに当接し、この上縁付近を
中心として揺動するので、基端側の側壁２１ａの下縁は、垂直面Ａ１ｂから離れるように
第１凹部Ａ１の受面Ａ１ａの支持部材１４（図１１参照）上を滑り、付勢力伝達部材２５
はこの基端側の側壁２１ａの下縁により押されて移動される。これによりトーションばね
１５の撓みは増大するので、付勢力伝達部材２５を介して基端側の側壁２１ａに伝達され
るトーションばね１５による付勢力は増大する。
【００４３】
　この状態から地震が終わって目地Ｃの幅が元の状態に戻ると、カバー部材２０は先端部
カバー板１ａの下面が第２床躯体Ｂの上面に当接して支持される水平状態に復帰するが、
付勢力伝達部材２５の立ち上り壁２５ｂの内面はトーションばね１５により第１床躯体Ａ
側に向けて弾性的に付勢されているので、水平状態に復帰するにつれて連結ロッド９から
離れ、これとともに基端側の側壁２１ａ下縁付近となるカバー部材２０の底板２１ｅは支
持部材１４上を滑って移動する。これにより基端側の側壁２１ａの外面の上縁が第１床躯
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体Ａの第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂから離れることはなく、カバー部材２０が水平状態に
戻った状態では図１１に示す状態に戻るので、カバー部材２０の基端側の側壁２１ａの外
面と第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂの間に歩行者のハイヒールの踵がはまり込むという問題
が生じることはない。
【００４４】
　また、この第２実施形態では、カバー部材２０のフレーム２１の空間部２２は上側が中
間底板２１ｆにより閉じられて下側が解放され、この空間部２２内に下側から挿入される
各付勢力伝達部材２５の挿通孔２５ｄに連結ロッド９が挿通されて第１床躯体Ａに係合さ
れるので、カバー部材２０のフレーム２１は上面の全面を舗装材２３により充填すること
ができ、またフレーム２１の先端部の先に続く第２床躯体Ｂ上の第２凹部Ｂ１の先端部を
先端部カバー板１ａにより隠すことができるので、床目地カバー装置の外観を一層向上さ
せることができる。
【００４５】
　なお、この第２実施形態では、付勢力伝達部材２５の立ち上り壁２５ｂの外面を第１凹
部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに当接し、トーションばね１５により弾性的に付勢されるようにセ
ットした状態で、カバー部材２０の基端側の側壁２１ａを第１床躯体Ａの第１凹部Ａ１の
垂直面Ａ１ｂと付勢力伝達部材２５の立ち上り壁２５ｂの間に挿入しているので、トーシ
ョンばね１５は付勢力伝達部材２５をセットした状態よりカバー部材２０の側壁２１ａの
厚さの分だけ余分に撓み、カバー部材２０の側壁２１ａの外面を第１凹部Ａ１の垂直面Ａ
１ｂに押圧する力はその分だけ増大する。従って、第１実施形態の第１の変形例の場合と
同様、トーションばね１５の組付けを容易にするために組み付ける際の初期撓みを少なく
しても、第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂと付勢力伝達部材２５の立ち上り壁２５ｂの間にカ
バー部材２０の側壁２１ａを挿入することにより基端側の側壁２１ａを垂直面Ａ１ｂに弾
性的に押圧する付勢力の減少を回復することができる。そして各付勢力伝達部材２５と対
応する基端側の側壁２１ａの内面に板状のスペーサを固着し、その厚さと枚数及び付勢力
伝達部材２５の案内傾斜部２５ｂ１の長さを調整すれば、カバー部材２０の側壁２１ａの
外面を第１凹部Ａ１の垂直面Ａ１ｂに押圧する力の大きさを所望の値とすることができる
。
【００４６】
　上記の各実施形態においては、第１凹部Ａ１の受面Ａ１ａに六角ボルトよりなる連結ロ
ッド９を設け、連結ロッド９をカバー部材１０，２０のフレーム１１，２１の基端側とな
る側壁１１ａ，２１ａの内側に形成された空間部１２，２２内に下側から挿入するように
したが、本発明はこれに限られるものでなく、第１凹部Ａ１の受面Ａ１ａにナットを固着
し、カバー部材１０，２０のフレーム１１，２１の基端部を第１凹部Ａ１の受面Ａ１ａに
載置し、トーションばね１５，１５Ａを挿通した六角ボルトよりなる連結ロッド９を空間
部１２，２２内に上側から挿通孔１１ｇを通してナットに螺着させたものであってもよく
、このようにしたときにも同様の作用効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００４７】
１ａ…先端部カバー板、９…連結ロッド、１０，２０…カバー部材、１１，２１…フレー
ム、１１ａ，２１ａ…基端側の側壁、１１ｂ，２１ｂ…先端側の側壁、１１ｃ，２１ｃ…
左右の両側壁、１１ｄ，２１ｄ…仕切壁、１１ｅ，２１ｅ…底板、１１ｆ…底壁、１１ｇ
…挿通孔、１２，２２…空間部、１３，２３舗装材、１５…トーションばね、１５Ａ…第
２のトーションばね、１５ａ，１５Ａａ…つる巻部、１５ｂ，１５Ａｂ…延長部、１７…
スペーサ、１８…かさ上げ部材、１８ａ…第２のかさ上げ部材、２１ｆ…中間底板、２５
…付勢力伝達部材、２５ａ…底壁、２５ｂ…立ち上り壁、２５ｂ１…案内傾斜部、２５ｄ
…挿通孔、Ａ…第１床躯体、Ａ１…第１凹部、Ａ１ａ…受面、Ａ１ｂ…垂直面、Ｂ…第２
床躯体、Ｂ１…第２凹部、Ｂ１ａ…底面、Ｂ１ｂ…傾斜面、Ｃ…目地。
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